








ジェトロ愛媛と愛媛大学は 2021 年
3 月、「高度外国人材等の雇用に関す
るアンケート調査」を共同で実施した。
この調査によると、回答のあった愛媛
県内 373 社のうち、今後の希望として

「技能実習生や特定技能資格者を雇用
したい」と回答したのは 67 社（18.0％）
にとどまった。一方、「高度外国人材を
採用したい」と回答した企業が 102 社

（27.3％）に上った。県内企業の高度
外国人材への関心の高まりが読み取れ
る。

こうした背景を踏まえ、ジェトロ愛媛
と愛媛大学国際連携推進機構留学生
就職促進プログラム推進室は 2021 年
10 月 19 日、「高度外国人材セミナー
in 愛媛～外国人財を生かした持続可能
な組織づくり～」を開催した。県内の
高度外国人材活用を促進するのが、そ
の狙いだ。

県内には、海外展開に積極的で高度
外国人材を受け入れている中小企業も
ある。本レポートでは、同セミナーに登
壇した 2 社の事例として、高度外国人
材を取り入れた持続的な組織づくりにつ
いて紹介したい。そのためには、「採用
する側」と「採用された側」双方の視
点から、互いに異文化を受け入れ、理
解するコミュニケーションが重要だ。こ
れを実現する工夫や意義についても考
察していく。

当初は意思疎通に不安、
今では管理職や研究開発職でも活躍

農業機械・電動車いす・省力化機械
の開発、製造販売を行うアテックス（本
社：松山市）。中国に拠点をもち、アジ
アを中心に積極的に海外展開を図って
いる。現在、同社で働く高度外国人は 
6 人（インドネシア、韓国、台湾、中国
出身）。うち 2 人が管理職、1人は主任

として活躍している。配属部署は、購
買管理部、海外営業部、総務部、研
究開発部と多岐にわたる。

高度外国人材の採用を始めたのはな
ぜか。総務部の河野正幸部長は、「2007
年に中国に生産拠点を設立し、中国か
ら技能実習生を受け入れた。それに伴
い、通訳や将来の管理者が必要になっ
た」と振り返る。さらに、2020 年には、
インドネシアとの取引を増やすため、取
引先への英語での説明や技術サポート
ができる人材として、研究開発職の人材
を採用した（2020 年 12 月 18 日付地
域・分析レポート参照）。

外国人社員を受け入れるにあたって、
河野部長には「うまく意思疎通をして一
緒に働けるか不安」があった。しかし、

「外国人社員は日本で働きたいという思
いや仕事への意欲が高く、日本に興味
がある人が多い。その積極的な姿を見
て、日本人社員も文化の違いを受け入
れるようになった」と打ち明ける。

職場では、基本的に皆が日本語を使
用し、仕事を通して日本語を覚えてもら
う仕組みを作っているという。外国人
社員には、日本語の研修機会も提供。
そのほか、イスラム教徒の社員向けに、
礼拝場所も作った。

違和感を乗り越え、
文化の違いを受け入れる

アテックスの最初の高度外国人材と
して、2009 年に採用されたのが李東
氏（中国出身、県内大学卒）だ。現在は、
入社当初から所属する購買管理部の課
長を務める。当該部署では、問題発生
時には生産計画に間に合うよう、迅速
かつ丁寧な対応が求められる。

李課長は「入社直後に各部の研修機
会を通し、各部署の人の顔を覚え、相
談しやすい関係を構築できた」と話す。

さらに、自身の経験から、「相談しやす
い環境づくりやコミュニケーションが大
切」とも。「日本で暮らして違和感を抱
くことはある。しかし、それが異文化の
面白さだ。異文化を味わうことが大切。
異なる文化を伝え、周りからアドバイス
を受け、周りの環境に慣れて、ようやく
互いに理解できるようになる」と語った。

「違和感」は、採用する側にもあっ
たようだ。河野部長は、かつて技能実
習生を採用した際、給料を皆で見せ合
い不満を言うことがあり驚いた、と言う。
しかし、今では「一つ一つ文化の違いと
して受け入れることが大事。日本のやり
方を押し付けてもどうしようもない」と
考えている。

 

社内初の高度外国人材が海外との
相互理解に貢献

ホテルアメニティ・衛生用品の製造販
売をする山陽物産（本社：伊予郡松前町）
は、新規事業に積極的に取り組む。例
えば 2020 年には、「コメ歯ブラシ」を
開発。環境に配慮して古米を原材料に
したもので、業界初の商品だ。そんな
同社は、中国・上海、ベトナムなどに
海外拠点を持つ。

国際営業部の平岡雄二部長は、高
度外国人材採用のきっかけとして、「ベ
トナムの委託加工会社を管理する上で
課題があった」と話す。委託加工会社
とのやりとりは、同社の現地法人が仲
介していた。しかし思うように相互理解

地方の中小企業が持続的に発展する秘訣とは（愛媛）
愛媛県製造業の実例から探る 2022年4月1日

河野部長（左）と李課長（アテックス提供）

特集  外国人材と働く
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を深められず、苦労していたのだ。
今では、ベトナム出身のグエン・テイ・

フォン・タオ社員（ベトナム出身、県内
大学卒）が直接、委託加工会社とやり
とりをするようになった。これにより相
互理解が進み、また現地からの化粧品
の輸入業務がスムーズになったと、平
岡部長は話す。

メンターの存在と
社内コミュニケーションの改善

しかし、2020 年に採用された当時は
「『専門用語が分からない』『日常会話
が早くてついていけない』『指示を理解
できない』と不安を抱え、コミュニケー
ション上の苦労が多々あった」と、タオ
社員は振り返る。

そんな彼女を支えたのが、1 年上の
先輩のメンターだ。タオ社員は、山陽
物産にとって最初の外国人材だった。
そのため、「安心して働ける環境づくり
のため」（平岡部長）、会社の配慮とし
てメンターを付けたわけだ。何でも話せ
るメンターの存在に加えて社内の社員
が少しずつ話しかけてくれたことで、「社
内で唯一の外国人という不安や寂しさ
が払拭（ふっしょく）された」と、タオ
社員は笑顔で振り返る。

平岡部長は、「勉強熱心なタオ社員
の存在が他の社員にも良い影響を与え
ている」と語った。会社の雰囲気が明
るくポジティブになり、仕事の指示を出
す側も「5W1H」を意識するようになっ
た。このように、「採用する側」と「採
用された側」、双方のコミュニケーショ
ンのあり方に相乗効果が生まれた。

文化の違いを認識し、
相手の意見を尊重

タオ社員は現在、国際営業部に所属。
輸出入業務のほか、現地法人の管理や
通訳、海外 EC（電子商取引）の出展
など、業務を幅広く担当している。日本
語だけでなくさまざまなスキルを身に付
けたいと、日々勉強にも意欲的だ。

一方で、日本とベトナムの文化差に

直面することは今でもあるようだ。「ベ
トナムでは、自分の意見を伝え、議論
することが当たり前。しかし、日本は相
手の立場を考え、遠慮する文化がある」
とタオ社員は話す。「文化の違いを認識
し、相手が何を考え興味をもっている
のかを知る努力をし、相手の意見を尊
重すること。また、誰に対しても平等
に明るい態度を心掛けている」と話して
くれた。

平岡部長は、「今ではタオ社員から、
自分の日本語の使い方について指摘を
受けるほどだ」と笑う。「時には、お互
いに理解できないこともある。とことん
話し合える機会を今後もつくっていきた
い」と言う。

 

外国人材を生かし組織が持続的に
成長するには

日本の文化を大切にしながら異文化
を取り込み、中小企業が成長し続ける
秘訣（ひけつ）は何か。高度外国人材を

「採用する側」と「採用された側」の両
者の経験から見えてきたのは、互いの
考え方や文化を理解し、受け入れ、尊
重する姿勢の大切さだ。

アテックスの河野部長は「中小企業
が、将来的に日本人だけを採用して存
続し続けるのは難しい。外国人材を受
け入れることで、日本人が独特な文化
や生活様式で暮らしていることを再認
識し、何事もお互いに協調を図るとい
う態度で臨むことが求められる」と話す。

「日本人は、時に傲慢（ごうまん）に

なりがち」と指摘するのは、山陽物産
の平岡部長だ。「海外出身の社員から
新しい考え方や文化を学び、それらを
尊重すると同時に、日本の良さを伝え
ることも重要」と語る。「会社の雰囲気
は、高度外国人材の採用で変わる。今
後も積極的に取り入れたい」と話してく
れた。

高度外国人材が異文化をつなぎ、
発展させる

製造業の海外ビジネスには、材料・
部品を調達し、国内で加工・製造して
輸出したり、海外で委託加工して輸入
したりするなどの営みがある。今回紹介
した 2 社では、海外（異文化）とつな

がり、日本のモノづくりを
発展・展開させる上で、高
度外国人材が重要な架け
橋になっている。当該人
材は、日本のやり方を尊
重しながら、海外企業と
の円滑なコミュニケーショ
ンを実現させてきた。

中小企業では、社内全
体で人のつながりやコミュ
ニケーションを育む環境
を形成しやすい。高度外

国人材を採用する目的の第一義は、人
材不足の解消や海外展開の即戦力とな
る人材の確保かもしれない。しかしそ
れだけでなく、社内の異文化コミュニ
ケーションの発展、さらには中小企業
が持続的に成長するための新しい視点
の取り入れにもつながるのではないだろ
うか。他の社員や組織全体の異文化コ
ミュニケーション力の向上や新しい視点
の導入が、日本の製造業の海外展開力
のさらなる向上に寄与することが期待さ
れる。

執筆者紹介
ジェトロ愛媛
本田 貴子

（ほんだ たかこ）

2016年、ジェトロ入構。本部にてビジネス講
座やセミナーのライブ・オンデマンド配信の
運営、ジェトロ会員サービスの提供に従事。
2018年8月からモロッコのジェトロ・ラバト
事務所にて日本企業の投資促進、調査・情
報発信、現地スタートアップ発掘等に携る。
2019年8月から現職。

2022年2月に「ニューズウィーク」誌の取材を受けたときの様子。
左から3番目が武知英治社長、4番目が平岡部長、6番目がタオ社員
（山陽物産提供）
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個人情報の取扱いについて
個人情報の取扱いや個人情報保護法に沿った社内体制整備（規程類
の策定など）については弁護士にご相談ください。

1 個人情報保護法の改正
2022 年 4 月 1日、改正個人情報保護法が施行されました。

今回の改正では、個人情報に関する規制内容はもちろんのこと、
条文の番号にも大幅なズレが生じており、これまでプライバシーポ
リシーや規程類等を万全に整備してきた事業者でも、見直しを行
うことが不可欠です。

他方、「これまでは個人情報保護法のことなんか考えたことも
なかった」という中小企業も実は少なくないのではないでしょう
か。個人情報保護法（個人情報の保護に関する法律）が制定され
た当初は、多数の個人データを取り扱っているわけではない事業
者は規制の対象外でした。ところが、2017 年 5 月 30 日施行の
法改正以降は、「個人情報データベース等」を事業に用いていれ
ば、取り扱っている件数にかかわらず個人情報保護法の規制対象
となっています。

以下では、中小規模の事業者に対する個人情報保護法の主要
な規制について、その概要を説明します（説明の簡明さのために
正確さを犠牲にしている箇所もありますので、その点はご了承くだ
さい。また、条文の番号は個人情報保護法のものです。）。

2 個人情報保護法の規制対象となる事業者
個人情報保護法では、主に「個人情報取扱事業者」（16 条 2 項）

が規制対象とされています（17 条～ 40 条）。「個人情報取扱事業
者」とは、法人・個人事業主・任意団体のいずれであるかを問わ
ず、「個人情報データベース等」（16 条 1 項）を事業の用に供して
いる者のことをいいます。

「個人情報データベース等」には、例えば次のようなものが該
当します（正確には 16 条 1 項に規定されているとおりです。）。

・�電子メールソフトに保管されているメールアドレス帳（メールア
ドレスと氏名を組み合わせた情報を入力している場合）

・�インターネットサービスにおいて、ユーザーが利用したサービ
スに係るログ情報がユーザーIDによって整理され保管されて
いる電子ファイル（ユーザーIDと個人情報を容易に照合する
ことができる場合）

・�従業者が、名刺の情報を業務用パソコン（所有者を問わな
い。）の表計算ソフト等を用いて入力・整理している場合

・�人材派遣会社が登録カードを、氏名の五十音順に整理し、
五十音順のインデックスを付してファイルしている場合

※出典：個人情報保護法ガイドライン（通則編）

このように、個人情報が検索可能なものは幅広く個人情報デー
タベース等に該当することになります。個人事業主を含む個人の
取引先に関する情報をパソコンで管理している中小規模の事業者
は少なくないのではないでしょうか。これまで個人情報保護法のこ
とを検討してこなかった事業者も、個人情報データベース等を事
業に使っていないか、まずは検討をしておくべきでしょう。

3　個人情報に関する主な禁止事項
個人情報取扱事業者は、個人情報に関して以下のような取扱い

が禁止されています。したがって、自らが個人情報取扱事業者に
該当する場合には、これらの禁止事項を守らなければなりません。

（1）利用目的の範囲外での個人情報の取扱い
個人情報取扱事業者は、後述の 4（1）のとおり個人情報の

利用目的を特定しなければなりませんが、原則としてその利用
目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはなり
ません（18 条 1 項）。

個人情報の利用目的を変更して変更後の利用目的に沿って
個人情報を取り扱うことは認められる場合もありますが、利用
目的の変更は変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に
認められる範囲内でのみ認められます（17 条 2 項）。

なお、「個人情報」には、生存する個人に関する情報のうち、
特定の個人を識別することができるものや個人識別符号（免許
証の番号など）が含まれるものなどが該当します（2 条 1 項）。

（2）不正な個人情報の取得・利用
偽りその他不正の手段によって個人情報を取得することはで

きません（20 条 1 項）。したがって、例えば、違法に作成され
た名簿の取得や、個人情報の提供者が後述の（4）の規制に違
反することになるような方法での取得は認められません。

また、個人情報を違法・不当な行為を助長・誘発するおそれ
がある方法で利用することもできません（19 条）。

（3）本人の同意のない要配慮個人情報の取得
人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪歴・犯罪被害を受け

た事実など、取扱いに特に配慮を要する一定の個人情報は「要
配慮個人情報」（2 条 3 項）とされていますが、これらの要配
慮個人情報の取得は、原則としてあらかじめ本人の同意を得た
上で行わなければなりません（20 条 2 項）。言い換えると、本
人の知らないところで要配慮個人情報を取得することは原則と
してできません。

（4）本人の同意等のない個人データの第三者提供

弁護士
　　から一言

戸田コンサルティング法律事務所
弁護士　戸田 順也
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個人情報データベース等に入っている個人情報のことを「個
人データ」（16 条 3 項）といいますが、この個人データを第三
者に提供することについては、次の図表（個人データの第三者
提供に関する規制の概要）のような規制がなされています。

個人データの第三者提供に関する規制の概要
Ⅰ�次のいずれかに該当する場合は第三者提供可（記録の作成・

保存も不要）
（i）法令に基づく等の場合（27 条 1 項各号）
（ii）�国内での委託・事業承継（27 条 5 項 1 号・2 号）に

伴う場合
（iii）�（所定の手続を行った上での）国内での共同利用（27

条 5 項 3 号）に伴う場合
Ⅱ �Ⅰ以外の場合で第三者提供が可能な場合については以下の

とおり
（i）次のいずれかに該当していなければならない

ア あらかじめ本人の同意を得る（27条1項・28条1項）
イ オプトアウト手続（27条2項・3項）を行う
　・�ただし、要配慮個人情報等の一定の個人データに関

しては、オプトアウト手続は利用不可
ウ （国外への）委託・事業承継である
エ �（所定の手続を行った上での国外の者との）共同利用

である
（ii） �（i）の場合に第三者提供したときは、次の場合を除いて

所定の記録の作成・保存が必要（29 条）
ア 国の機関等に提供した場合
イ （国外の）一定の第三者への委託・事業承継の場合
ウ （国外の）一定の第三者との共同利用の場合

（iii） �（i）の場合であって国外への提供である場合には、別
途 28 条 2 項・3 項所定の措置等が必要

Ⅲ Ⅰ・Ⅱ（i）以外の場合には第三者提供不可
※�EU諸国・英国は個人データの第三者提供規制に関しては「国外」ではなく「国

内」として取り扱われる。

この規制に従わないで個人データを第三者に提供することはで
きません。

4 個人情報に関して事業者が整備しておくべき社内体制
また、個人情報取扱事業者は、個人情報保護法に基づく一定

の義務を果たさなければなりません。以下では、これらの義務の
うち主なものを果たすための社内体制の一例について、これらの
義務の内容とともに説明します。

（1）プライバシーポリシーの公表
個人情報取扱事業者には、個人情報の利用目的をできる限

り特定した上で、その利用目的を本人に通知し又は公表するこ
とが求められます（17 条 1 項・21 条 1 項）。そのため、個人
情報の利用目的をプライバシーポリシーに記載して公表すると
いうことが実務的にはよく行われています。

個人情報の利用目的の変更の際には公表等が求められ（21
条 3 項）、個人データの第三者提供におけるオプトアウト手続
や共同利用に際しては所定の情報を「本人が容易に知りうる状
態に置く」ことが求められますが、これらの際にもプライバシー
ポリシーがよく活用されています。

（2）本人の個人情報が記入される書面・電磁的記録への対応

本人から書面・電磁的記録で個人情報を取得する場合には、
プライバシーポリシーの公表だけでは足りず、本人に対して利
用目的を明示しなければならないことになっています（21 条 2
項）。したがって、本人から書面・電磁的記録で個人情報を取
得する場合には、本人にきちんと利用目的を明示することがで
きるように書面のひな形や業務の流れ等を準備しておく必要が
あります。

（3）保有個人データの開示等に関する規程類の策定
個人情報取扱事業者自身が開示等の権限を有する個人デー

タである「保有個人データ」（16 条 4 項）については、本人か
ら利用目的通知の請求や開示・訂正等・利用停止等の請求が
あった場合には、これに応じなければなりません（32 条 2 項・
33 条～ 35 条）。また、保有個人データに関する一定の事項（開
示等の手続など）については、本人の知り得る状態（本人の求
めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。）にしておかなければ
なりません（32 条 1 項）。

そのため、保有個人データについては、あらかじめ規程類を
策定しておき、本人から請求等がなされた場合にはこれに沿っ
て対応できるようにしておくことが現実的な準備といえるでしょ
う。

（4）安全管理措置等の管理体制の整備
個人情報取扱事業者には、個人データの安全管理のために

必要かつ適切な措置（23 条）、個人データの取扱いに関する
従業者や委託先に対する必要かつ適切な監督（24 条・25 条）
が求められていますので、そのための体制整備も必要です。

（5）その他の体制
このほか、個人情報取扱事業者は、第三者から個人データ

の提供を受ける場合には記録の作成・保存が求められます（30
条）。第三者に個人データの提供をする場合にも記録の作成・
保存や所定の措置が必要な場合があることについては、前述
の 3（4）のとおりです。

5 最後に
以上が中小規模の事業者に対する個人情報保護法の規制の概

要です。もっとも、個人情報保護法には各種の適用除外や匿名
化・仮名化した個人情報に対する規制など、実際に個人情報を取
り扱ったり社内体制を整備したりするにあたって考慮しなければな
らない点は他にも多々あります。個人情報の取扱いや個人情報保
護法に沿った社内体制整備（規程類の策定など）については、ぜ
ひとも法律の専門家である弁護士にご相談ください。
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久住 武司　徳島県よろず支援拠点チーフコーディネーター

1.はじめに
新型コロナの影響を大きく受けた昨年

度においても、厳しい状況下にある経営
者の皆様のご相談にしっかりと対応させ
て頂くため、関係機関の皆様のご協力を
得ながら、県内一円において様々な取り
組みを実施しました。

特に、資金繰り相談や各種支援制度の
活用方法に関する相談については、国や
県、市町村から発表される多岐に渡る制
度を、経営者の皆様が円滑に活用できる
よう的確な情報発信に努めました。また、
経営改善や売上拡大については、複数の
専門家によるチームを編成して対応致し
ました。

徳島県よろず支援拠点の 15 名のコー
ディネーターが、土日休日も含め、全力
で相談活動を実施した状況についてご説
明いたします。

2.�徳島県よろず支援拠点の活動状
況について

1）相談対応件数について
平成 26 年度の開設当初から増加傾向

が続き、この 2 年間は特に、新型コロナ
感染症に関する経営相談を多く頂いたこ
とで、さらに増加しており、新型コロナ
に関連する相談はおよそ半数を占めてお
ります。（図－ 1）

図－１　相談件数・来訪者数 

主な相談内容については、年間では施
策活用が一番多く、次いで経営知識、資
金繰りの順になっており、特に資金繰り
に関する相談件数は一昨年度並に戻って
います。（図－２）これは、徳島県や国
から発せられた新型コロナに対する各種
融資制度を活用し、金融機関が実施した
県信用保証協会との協調融資が協会設立
以来の最高額となったことなどに起因し
ていると考えられます。

図－２　主な相談項目の推移
 

2）�徳島県よろず支援拠点の相談体制強
化について

これらの状況に対応するため、徳島県
よろず支援拠点では相談体制を強化し
て、相談対応を実施しました。
①�サテライト相談所・出張相談所の開設

本拠地である（公財）とくしま産業振
興機構のオフィスに加えて、金融機関・
経済団体などの関係支援機関、及び市町
村のご協力のもと、県内各地でサテライ
ト相談所や出張相談所を開設し相談会を
実施しました。

（開設した主な場所）
【サテライト相談所】県西部県民局（毎月
1 回）、県南部県民局（毎月 2 回）、日本
政策公庫徳島支店（毎月 2 回）、徳島駅前
商店街ポッポ街（毎週または隔週日曜日）

【出張相談所】徳島市（毎週または隔週土
曜日：産業支援交流センター・アミコビ
ル 9F）、鳴門市（不定期：うずしお会館）、
阿南市（毎月各 1 回：市庁舎内、阿南商
工会議所、羽ノ浦町商工会、那賀川町商
工会）、小松島市（毎月 2 回：小松島商工
会議所）、吉野川市（毎月 1 回：吉野川商
工会議所）、美馬市（毎月各 1 回：脇町商
工会、美馬町商工会）、三好市（毎月 2 回：
阿波池田商工会議所）、海陽町（毎月 1 回：
海陽町商工会）

②特別支援チームの設置
昨年度の夏頃以降、商品開発などの相

談が増加してきたことから、新商品開
発、ブランディング、販路拡大の 3 名の
専門家が一同に介して相談対応を行う体
制（「販売全力支援チーム」）を新たに設
置し、商品開発から販売まで多岐にわた
る相談を同時に行い、効率的で効果的か

つ速やかな課題解決に繋げました。
また、相談内容の深刻化に対応するた

め、中小企業診断士・弁護士・税理士の
3 士業のコーディネーターによる「経営
改善特別支援チーム」を一昨年度に発足
させ、複雑で困難な相談内容の解決に繋
げております。

3）�各種新型コロナウイルス対応制度の
周知と活用支援について

①出張相談会の開催
多くの問い合わせを頂いた、徳島県の

「小規模事業者経営力強化事業費補助金」
や「飲食店営業時間短縮協力金」、「徳島
県事業継続応援金」等のほか、国の「月
次支援金・一時支援金」や「事業復活支
援金」、また市町村の支援金制度など、国・
県・市町村から発せられる各種の新型コ
ロナウイルス対応制度の情報を分かりや
すく速やかに周知し、しっかりと活用し
ていただくため、関係団体等への出張相
談会を関係支援機関とも連携しながら実
施しました。

（主な関係団体会）
徳島県旅館連盟、徳島駅前商店街組合、

アミコ店主会、徳島県生活衛生協働組合、
徳島県建設業協会、徳島県バス協会、徳
島県タクシー協会ほか

②各種セミナーの開催
IT を活用した生産性向上に向けた取組

として、google マップを活用した売上拡
大セミナーや、YouTube 動画「テレワー
クでの情報活用とセキュリティ」の配信、
EC サイト ( ネットショップ・ネット通販 )
での新たな販路拡大に向けた仕組みづく
りの他、DX 推進に関するセミナーを行
いました。

また、人手不足対策セミナーや事業承
継セミナー、特に
相談の多かった事
業再構築補助金や
小規模事業持続化
補助金については
一日 2 回実施する
など、各種支援制
度の活用セミナー
を全力で実施しま
した。

よろず
徳島県

支援拠点
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中小、零細企業者のあらゆる経営上の悩みに対応するため、（公財）とくしま産業振興機構
内に「徳島県よろず支援拠点」を開設しています。皆様のお役に立ちそうな支援内容を「徳
島県よろず支援拠点」のコーディネーターが交代で紹介していきます。今月は久住チーフコー
ディネーターが紹介します。

令和3年度の徳島県よろず支援拠点の活動状況について



4）支援機関が開催するイベントへの参加
①徳島ビジネスチャレンジメッセへの出展

徳島ニュービジネス協議会が主催して
毎年実施している展示商談会に「徳島県
よろず支援拠点ブース」を出展し、相談
対応の実施と活動の PR を行いました。

②徳島県主催の事業承継セミナーへの参加
徳島県県土整備部建設管理課、徳島県

事業承継 ･ 引継ぎ
支援センターと連
携し、県内一円の
建設事業者を対象
にした事業承継の
セミナー＋相談会
を実施し、人手不
足と事業承継の課
題が顕著な建設業
界の経営支援を行
いました。

③�県保証協会主催の「ふるさと支援創業
支援セミナーへの参加」
徳島県信用保証協会が主催する「ふる

さと支援創業支援
セミナー」にオン
ライン参加し、徳
島に回帰して創業
を希望する相談者
の支援を行いまし
た。また信用保証
協会と連携して、
相談者のフォロー
アップ支援も行い
ました。

5）情報提供ツールの充実について
①�徳島県よろず支援のホームページで最

新情報を提供

② SNS による情報発信

③ �YouTube　各コーディネーターが情
報発信

6）具体的な支援事例
①�食品製造業（㈱鹿録　徳島市）商品開発・

販路拡大支援【販売全力支援チーム】
県産サツマイモ「なると金時」を原材

料にした新商品「なると金時のキッシュ」
の開発から販売戦略まで短期間に全力で
支援をしました。

（主な支援策）
・�首都圏商談会の情報提供と主催者への

アプローチ支援
・レシピの提案と販売価格の設定
・�ホームページを活用したブランディン

グと各種制度を活用した求評会への出
店を支援
以 上 の 結 果、

短期間で商品開
発を行い、首都
圏有名百貨店の
催事販売で完売
しました。

②�新規開発商品による事業拡大（徳島市：
KOYA（木舎））

　�『県産木材製 iPhone 対応型パーソナ
ルシアターの開発』
商品の価値を認識させるようなプロ

モーションとして Facebook 等の SNS 活
用やホームページの作成支援や、生産体
制のアドバイス等を実施し、実物を見て
評価できる展示販売を案内・推奨しまし
た。その結果、地元のテレビ局での特集
や、全国ネット TV 局、BS 番組でも紹介
されたため反
響が大きく、
全国各地から
の受注増に繫
がりました。

③�ヘアーサロン（ha:na hair life〈ハナ 
ヘアライフ〉　阿南市）　売上拡大
With コロナの環境下で開業した美容室

を支援するため、阿南商工会議所と連携
して、店舗計画から経営管理、販売促進
などの経営支援を行い、特に販売促進に
ついては、グーグルマイビジネス、SNS
インスタグラムや顧客管理アプリの活用

支援を行うなど、複数の
専門家による連携支援を
行った結果、順調な顧客
数の伸びを実現しまし
た。

7）新たな取り組み
昨年度、産業競争力強化法の一部改正

を踏まえた国の方針をもとに、「成長を
志向する企業への支援」に関する取り組
みを実証的に実施しました。当拠点にお
いては、同法のなかでポストコロナにお
ける成長の源泉の一つと位置づけられて
いる「デジタル化への対応」をテーマに、

（公財）とくしま産業振興機構に設置さ
れた「とくしま DX 推進センター」と連
携した支援を実施しました。

今年度は「成長を志向する企業への伴
走支援」として、本格的な伴走支援に取
り組むこととしております。関係する支
援機関の皆様のご理解とご協力をお願い
致します。

3.まとめ
新型コロナの影響による非常に厳しい

状況下で 2 年間が経過しました。中小企
業の経営者の方々から頂いた多くの厳し
い経営相談や、With コロナ下でも新た
に事業を始める創業相談などに、関係機
関の皆様と連携して支援させて頂きまし
た。

今後とも、関係支援機関の皆様との連
携をさらに強化していただき、ポストコ
ロナにおける成長支援や、「事業承継」、

「働き方改革」、「人手不足対応」などの
重要課題にしっかりと取り組みながら、
経営者の皆様に、より信頼される相談機
関を目指してまいりますのでよろしくお
願い致します。

徳島県よろず支援拠点

徳島県よろず支援拠点
ホームページ
QRコード

徳島県よろず支援拠点
徳島県徳島市南末広町5番8-8
徳島経済産業会館2階

電話088‐676‐4625
ＨＰ https://yorozu-tokushima.jp/

【平日】9：00 〜17：45
【休日相談会】
●毎週日曜日
　10：00 〜17：00
　徳島駅前ポッポ街
●第 1・第 3 土曜日
　10：15 〜17：00
　アミコビル 9F

新型コロナウイルスに関する
経営相談窓口を設置しております。
相談希望の方は上記、徳島県

よろず支援拠点にご連絡ください。

よろずにゴー

よろず支援拠点の連絡先は以下のとおりです。

（最新情報を確認して下さい）

受付時間

Facebook LINE Twitter YouTube
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セミナー名 開催日時 場所 概要 受講料

事業再構築補助金セミナー 6/3 とくしま産業振興機構
研修室、オンライン

事業再構築補助金の概要やポイ
ント、注意点などを解説します。 無料

事業復活支援金申請セミナー 5/17 とくしま産業振興機構
研修室、オンライン

事業復活支援金の概要や申請の
流れについてご説明します。 無料

海外販路開拓セミナー
英文HPアップデート講座

7/11、7/25、
8/5

詳細は、HPを御確認
ください。

英文HPを作成、アップデートす
る際に気をつけたいポイントを
分かりやすく解説します。

3,000円

展示会活用セミナー
※食品関係企業向け

8/30、9/7、
9/27、10/11

詳細は、HPを御確認
ください。

展示会で成果を出すために必要
なノウハウを、ワークショップや
実際の展示会見学等を通じて学
びます。

3,000円

近日開催の平成長久館セミナー一覧

セミナーについての詳細は、
こちらのページで御確認ください。

とくしま経営塾「平成長久館」では、開催するセミナーの
ご案内などを掲載した「長久館メールマガジン」を発行し
ています。
次のQRコード先よりお申し込みいただけましたら、ご登
録情報へ開催セミナーのご案内をさせていただきます。

皆様のお申し込みをお待ちしています。

　　お申し込みはこちら

　  平成長久館メールマガジンのご案内

平成長久館セミナー

■ 企業力の強化、企業や組織の核となる「人財」の育成を支援

とくしま経営塾

× Digital平成長久館 長久館

企業の人財育成・新事業展開を目指すデジタル技術を活用した

デジタルちょうきゅうかん
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上海市での感染拡大で
厳重な外出制限を実施
日本国内でも報道されていますが、上海市内では今年3月以
降、新型ウイルスの感染が急速に拡大しました。上海市政府
はこれまでにない厳しい措置で封じ込めを図りましたが感染
の勢いは止まらず、厳重な外出制限が行われました。

上海市内では新型ウイルスの感染を抑え込んでいたといってよ
い状況で、海外からの「輸入症例」以外にはほとんど毎日ゼロが
続いていました。ときどき 1～数名程度の感染確認があった時に
は感染者の居住地や立ち寄った場所は「リスク地区」として閉鎖
されるほか、リスク地区から遠く離れたオフィスビルや商業施設で
も入館時の検温や健康コードの提示などの措置が厳しくなりまし
た。

当地では感染確認を新型ウイルス特有の症状がある「確定症
例」と、症状がない「無症状感染」のふたつに分けてカウントし
ています。ふたつの感染確認の合計を見ると、2 月下旬は一けた、
ゼロの日も少なくありませんでした。

しかし、3 月上旬に二けた、中旬に三けた、下旬に四けたと急
速に増加し、4 月 6 日には 2 万人近く、10 日には 26000 人あ
まりに達しました。そのほとんどは無症状で 1日の感染者の 8 ～
9 割程度を占めています。3 月末ごろの確認数は 5 ～ 6 千人ほど
でしたので、約 2 週間で 5 倍程度に増加したことになります。

3 月に入り、上海市政府は市外への移動を控えるよう呼びかけ
るとともに、市外へ出るとき、市内に戻るときには PCR 検査の
陰性証明の提示を義務付けました。人々が集う市内の公園は封
鎖、店内での飲食は禁止、学校の授業はオンラインが続きます。「小
区」と呼ばれる集合住宅の中には住人全員を対象に検査が行わ
れ、全員の陰性が確認されるまで封鎖されるところもありました。

これらの取り組みもむなしく感染は急拡大していきました。そし
て 3 月 27 日の日曜日の夜、上海事務所の現地スタッフから「市
政府が東部、西部に分けて封鎖を決定した」という連絡が。急い
で上海市周辺にお住いの徳島県出身者や徳島県とゆかりのある
方々で構成する「上海徳島県人会」の会員の皆さんにメールで、
また、日ごろから様々な情報を共有している上海の自治体事務所
の皆さんに当地の SNS でこの情報をお知らせしました。

政府が発表した当初のスケジュールでは、東部地区の封鎖は
翌 3 月 28 日（月）午前 5 時から 4 月1日（金）午前 5 時まで、
上海事務所があり、筆者を含む 4 名の職員すべてが居住する西
部地区は 4 月1日（金）午前 3 時から 5 日（火）午前 3 時まで。
西部地区での封鎖開始までは 4 日間の猶予がありましたが、突
然の封鎖で準備する時間も与えられなかった東部地区に住む人々
は大変だったことと思います。

上海市の人口は約 2 千 5 百万人で東京都の約 2 倍に上ります。
これだけ多くの人たちが毎日のように検査を受けるわけですから、

感染確認が増加するのも無理はありません。当初の封鎖終了予
定だった 4 月 5 日には約 1万 7 千人の感染が確認され、拡大の
波は止まるところを知らない状況が続きました。

これを重く見た市政府は期限を定めず封鎖期間の延長を決定。
筆者の住む小区でも敷地外へ出ることはおろか部屋を出ることも
禁止され、在宅勤務の状況が続いています。日本の非常事態宣
言やまん延防止等重点措置との大きな違いはこの点で、日本では
買い物や通院など必要な場合の外出は可能ですが、当地では厳
重な管理の下、ごみ出しや散歩のための外出も制限されます。

外に出る唯一の機会は PCR 検査実施の時で、これに合わせて
ごみを出します。導線が決められており、ちょっと散歩に、という
ことはできず、検査が終われば同じ棟の住人が間隔をあけて居住
する棟に向かい、速やかに自宅へ戻ります。

PCR 検査は概ね一日おきに行われ、PCR 検査がない日は自宅
で抗原検査。これも日本では考えられませんが、検査結果の報告
は小区の管理者と同じ棟に居住するすべての世帯でつくるグルー
プチャットに写真を掲載するという方法です。自分の検査結果が
すべての住人に知られてしまうことになりますが、言い換えれば自
分が陰性であることを証明する方法になるかもしれません。

前述のとおり外出が禁止されている中、本稿は自宅で作成して
います。封鎖解除の時期が見通せない状況が続きますが、痛感
したのは日ごろの備えの重要性です。次号でも引き続き上海市で
の封鎖の状況と、それに向けた準備についてご報告したいと思
います。

写真）小区敷地内の広場で実施されたPCR検査の模様（4月上旬撮影）

アジア展望
上海事務所だより

山田 寛之
(公財)とくしま産業振興機構

上海事務所　所長
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お知らせ

徳島県の経済団体・支援機関から企業の皆様のお役に立てる情報をお伝えしています。

来月号から徳島クリエイターズライブラリ登録デザイナーの紹介を行います。県内の実力あるデザイナー方ですので、
是非御活用ください。

徳島経済産業
会館だより公益財団法人 とくしま産業振興機構

中小企業向け資金繰り支援内容のお知らせ


